
令
和
元
年
政
令
第
七
十
六
号

棚
田
地
域
振
興
法
施
行
令

内
閣
は
、
棚
田
地
域
振
興
法
（
令
和
元
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を

制
定
す
る
。

棚
田
地
域
振
興
法
第
二
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
昭
和
二
十
五
年
二
月
一
日
に
お
け
る
市
町
村
の

区
域
で
あ
っ
て
、
当
該
区
域
内
の
勾
配
が
二
十
分
の
一
以
上
の
土
地
に
あ
る
一
団
の
棚
田
の
面
積
が
一
ヘ
ク
タ
ー

ル
以
上
で
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
棚
田
地
域
振
興
法
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
八
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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